
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 教育・広報部 

2021年 8月 29日 №353 

 

 

ＪＲ東日本は4月28日

に「2020 年度期末決算」

を発表しました。単体決

算では新型コロナウイル

スの影響を受けて営業収

益（11,841 億円／対前年

△8,769 億円）、運輸収入

（9,543 億円／同△8,385

億円）が 2 期連続の減収、

かつ過去最低を記録。期

末決算としては初めて営

業損失（△4,785 億円）、

経常損失（△5,177 億円）、

当期純損失（△5,066 億

円）を計上しました。 

期末決算の発表を受

け、各マスコミは「ＪＲ

東日本 民営化後 初の赤

字」「ＪＲ東日本、21 年 3

月期は5,779億円の赤字」

など、センセーショナル

な見出しで報じていま

す。 

 

 

 

会社は同時に「変革の

スピードアップのための

投資計画」（2021 年度設

備投資計画）を発表しま

した。「変革 2027」の早

期実現に向けて、収益力

向上に資する成長投資を

積極的に実施していくほ

か、業務改革などに資す

る充填枠投資を着実に実

施するとしています。 

 

＜連結＞ 2021年度計画 2020年度実績  ＜単体＞ 2021年度計画 2020年度実績 

○ワクチン接種（職域接種）を希望する社員に対する接種順の判断基準を明らかにする

こと 

経営側：資格要件が必要な業務や代務が困難な業務を担当する社員から実施する。 

組合側：資格要件や代務が困難な業務とは何か。また、乗務員で運転士と車掌の順番も本社で決めてい

るのか。 

経営側：「指令員」「信号担当」「当務駅長」「乗務員」などであり、乗務員の順番は各支社、現場の判断

である。接種の人数枠については支社から現場に伝えてある。人数が決まっている中で勤務な

どの条件にあてはまっている接種希望の社員に声をかけ、本人同意で接種を行っている。 

○ワクチン接種（職域接種）を希望する社員への対応及び見通しを明らかにすること 

組合側：希望を取っている支社と取っていない支社があるが、本社の指示はどうなっているのか。 

経営側：接種日が非番や休日または翌日の勤務などを見て、条件のあった社員に声をかけており、広く

希望は取っていない。接種会場は職域接種が国から承認された東京と仙台が基本と長野の 3 箇

所となる。接種枠は予定通りに埋まっていると認識している。 

組合側：不公平感が出ないよう接種状況をオープンにするべきだ。希望する社員は地域接種の予約もな

かなか取れない状況の中で、職域接種の声もかからず不安が増大している。 

○ワクチンの接種日の勤務は特別休暇（有給休暇）とすること 

組合側：ワクチン接種前後は「十分な休養をとることで、ワクチンの効果が高まる」とした医学的な研

究結果も出ていることから、非番対応ではなく特別休暇を求める。 

経営側：職域接種が始まる前に接種した社員もおり、さかのぼっての対応はできない。基本は「自分の

時間」での接種と考えている。事務職など日勤勤務者の接種は免除による接種ができる。また、

自宅待機中の接種も可能である。免除の取り扱いについて、職域接種と地域接種の差は設けて

いない。 

組合側：職域接種は調整がしやすく休日などの接種もできるが、地域接種は予約がなかなか取れない状

況であり、いつ接種日になるか分からない。ワクチン接種を推奨している以上、特別休暇を新

設して接種に対しての環境を保証するべきだ。 

○ワクチン接種を希望しない社員に不利益が生じないよう配慮を施すこと 

経営側：会社として社員にワクチン接種をしてほしいと思っているが、決して接種を強要するものでは

ない。ワクチン接種は努力義務であり、社員個々の判断が尊重されるべきものである。周りか

らの嫌がらせなど職場秩序が乱れてはいけない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ワクチン接種日以降、勤務をすることが困難である場合を想定し、列車運行に支障が

出ない体制を構築すること。なお、代務の社員の指定した勤務及び指定した休日等を

変更する場合には「一旦指定した勤務及び休日等の取扱い」に則り、当該月の原則的

な取り扱いとすること 

組合側：社員は勤務変更などにより生活設計が崩されながらも協力することから、原則的な取り扱いを

求める。副反応による「免除」か「年休または保存休暇」など、勤務認証により非常災害の適

用可否が決まるということか。 

経営側：あくまでも「免除」の場合のみである。ワクチン接種による副反応の免除のほか、濃厚接触者

の自宅待機による免除や PCR 検査及び検査結果が出るまでの免除についても、代替社員の勤

務変更は非常災害を適用する。 

組合側：勤務変更の時点で当該社員には「非常災害の適用による」ことを説明するべきだ。休日出勤を

頼まれた社員が蓋を開けたら、休日出勤ではなく単なる休日の変更となる場合も出てくる。 

経営側：勤務変更と同時にその事由が「例外的なのか」「原則的なのか」によって「一旦指定した勤務

及び休日等の取扱い」により行っていく。 

組合側：今回は通達により「非常災害の適用」を縛ってあるが、緊急時を含めて本社の判断で実施する

べきだ。各支社や各職場、各管理者それぞれの判断で適用内容が変わる可能性がある。実際に

職場や支社によって判断に違いがあった事実がある。 

経営側：「一旦指定した勤務及び休日の取扱い」で定めているものであり「本社の指示が必要」という

判断はないが、例外的にあてはまるものをあえて原則的取扱いにはしない。非常災害を適用す

る場合、必要最低限に留めて社員の理解のもとで行う。 

組合側：過去にも団体交渉で是正をはかってきたが、会社は「勤務解放」なる指示により、後日、勤務

処理の段階で非常災害を適用した事象があった。いかなる場合でも勤務は厳正に取り扱うべき

だ。 

 

 

 

 

 

 

○ワクチン接種の翌日から副反応により勤務をすることが困難である場合は、必要な期

間、勤務免除とすること 

経営側：原則は自分の時間での対応となるが、副反応が長引く社員がいることは理解している。接種当

日から 7 日以内に 1 日を本人申告で勤務を免除しているが、勤務免除を乱用されても困る。 

組合側：乱用する社員などいない。副反応があるにも関わらず、無理をして業務に就く社員も出てしま

う恐れがある。ワクチン接種を会社が推奨している以上、環境を整えるべきだ。 

組合側：接種日から 7 日以内、1 日だけ免除できるとした根拠は何か。 

経営側：ワクチン接種を先行して進めた医療従事者のデータを見て決めており、会社独自の判断で決め

たものではない。接種 1 回目、2 回目それぞれ 1 日ずつ勤務を免除することができる。 

組合側：副反応時の取り扱いである「接種日含む 7 日以内の 1 日は免除とすることができる」とした通達（本

人第 168 号）を全社員に周知するべきだ。 

経営側：社員が安心してワクチン接種及び業務ができるように通達の内容を周知するものである。あらため

て各職場に徹底していく。 


